
議案第４０号 
 
 
 

令和７年度中央市一般会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和７年度中央市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 

 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８８，４０６千円を追加し、歳入歳出予 
 

算の総額を歳入歳出それぞれ１７，７９３，０１５千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（継続費の補正） 
 
第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 
 
（繰越明許費の補正） 

 

第３条 繰越明許費の追加は、「第３表 繰越明許費補正」による。 
 
（地方債の補正） 

 
第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 
 

















第２表 継続費補正 
 
変 更 

款 項 事業名 

補 正 前 補 正 後 

総 額 

（千円） 

年

度 

年割額 

（千円） 

総 額 

（千円） 

年

度 

年割額 

（千円） 

３ 

民 生 費 

 

２ 

児童福祉費 

 

保 育 園

施 設 整

備 事 業 

868,850 

令

和

７

年

度 

509,340 

896,383 

令

和

７

年

度 

525,860 

令

和

８

年

度 

359,510 

令

和

８

年

度 

370,523 

 

 

第３表 繰越明許費補正 

 

 

第４表 地方債補正 
 
１ 追 加 

 

追 加 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

３ 民 生 費 ２ 児 童 福 祉 費 保育園施設整備事業 27,687 

起債の目的 
限度額 

（千円） 

起債の 

方  法 
利  率 償 還 の 方 法 

地 方 道 路 等 

整 備 事 業 債 
50,300 

普通貸借 

5.0％以内(た

だし、利率見直し

方式で借り入れ

る資金について、

利率の見直しを

行った後におい

ては、当該見直し

後の利率) 

政府資金については、そ

の融資条件により、銀行そ

の他の場合には、その債権

者と協議する。 

ただし、財政その他の都

合により、据置期間及び償

還期間を短縮し、若しくは

、繰上償還又は低利に借換

えすることができる。 

合 併 特 例 事 業 債 56,300 

合   計 106,600 



２ 変 更 
 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方  法 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

学校教育施設等

整 備 事 業 債 
993,400 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政府資金に

ついては、その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には、そ

の債権者と協

議する。 

ただし、財政

その他の都合

により、据置期

間及び償還期

間を短縮し、若

しくは、繰上償

還又は低利に

借換えするこ

とができる。 

934,500 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政府資金に

ついては、その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には、そ

の債権者と協

議する。 

ただし、財政

その他の都合

により、据置期

間及び償還期

間を短縮し、若

しくは、繰上償

還又は低利に

借換えするこ

とができる。 

緊急防災・減災 

事 業 債 
297,800 301,300 

公共施設等適正

管理推進事業債 
458,400 492,300 

 

 



議案第４１号 

 
 
 

令和７年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和７年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１，１５０千円を追加し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ３，０７８，５３２千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第４２号 

 
 
 

令和７年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和７年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，３１５千円を追加し、歳入歳出予算の 
 
総額を歳入歳出それぞれ５９２，３６５千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第４３号 

 
 
 

令和７年度中央市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和７年度中央市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２，９６５千円を追加し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ２，２８５，６２５千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第４４号 

 
 
 

令和７年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和７年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ 
 
による。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，１７１千円を追加し、歳入歳出予算の 
 

総額を歳入歳出それぞれ１７，５２６千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 













議案第４５号 

 

令和７年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和７年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和７年度中央市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業収益 ８４４，５６０千円       １００千円 ８４４，６６０千円 

第２項 営業外収益     ５１１，５３９千円       １００千円 ５１１，６３９千円 

 

支   出 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業費用 ８４４，５６０千円       １００千円 ８４４，６６０千円 

第１項 営業費用     ７５２，８６１千円       １００千円 ７５２，９６１千円 

  

 （資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的収入     ７８０，８１１千円  ２，７６５千円 ７８３，５７６千円 

第２項 補 助 金    ２５１，６５５千円  ２，７６５千円 ２５４，４２０千円 

 

支   出 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的支出     ９０８，１７５千円  ２，７６５千円 ９１０，９４０千円 

第１項 建設改良費    ３６７，２２８千円   ２，７６５千円 ３６９，９９３千円 

  

 

 

 



 （議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

職員給与費     ２４，４９９千円    ２，３８５千円   ２６，８８４千円    

 

 （他会計からの補助金の補正） 

第５条 予算第９条中「３２９，１９８千円」を「３３２，０６３千円」に改める。 

  



議案第４６号 

 

令和７年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第 1 号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和７年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和７年度中央市農業集落排水事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）         （既決予定額）  （補正予定額）       （計） 

第１款 農業集落排水事業収益 ２６０，４４７千円   １００千円  ２６０，５４７千円 

 第２項 営業外収益     ２１９，５８５千円   １００千円  ２１９，６８５千円 

 

支   出 

      （科  目）        （既決予定額）  （補正予定額）       （計） 

第１款 農業集落排水事業費用 ２６０，４４７千円   １００千円  ２６０，５４７千円 

 第１項 営業費用      ２４２，５４３千円   １００千円  ２４２，６４３千円 

   

（議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）        （既決予定額）  （補正予定額）     （計） 

職員給与費       １６，２０８千円    １００千円    １６，３０８千円 

 

 （他会計からの補助金の補正） 

第４条 予算第９条中「１６５，１９１千円」を「１６５，２９１千円」に改める。 


